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パソコンなどの使用済小型家電を無料で回収する 

専用ボックスを設置します。 

 

 パソコンや携帯電話などの小型家電（電気・電池で動く小型の家電製品）には、貴金

属やレアメタルなどが多く含まれています。 
 本市では、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（通称：小型家電

リサイクル法）」の施行を機に、ごみステーション・各資源化センター等で回収してい

た廃家電の中で特に個人情報保護対策に配慮が必要な廃家電と新たにパーソナルコン

ピュータを加えて、１２月１日から田原市役所を含む市内６か所に回収専用のボックス

を設置いたします。 
 

■回収対象品目 

 家庭で使用した小型家電製品のうち、特に個人情報保護対策に配慮が必要な次の品目

が対象です。 

※その他の小型家電製品（ドライヤー・電子レンジなど）は、今までどおり「もやせな

いごみ」や「粗大ごみ」として、ごみステーションや各資源化センター、環境センタ

ーで回収します。 
※家電リサイクル法対象機器のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥

機等は回収できません。  
 
■回収ボックス設置場所 

名称 営業日 営業時間 

田原市役所 
月曜日から金曜日 
（祝日・休日・年末年始を除く） 

午前８時３０分から 
午後５時１５分まで 

赤羽根市民センター 

渥美支所 

東部資源化センター 
火曜日から日曜日 
（ 月 曜 日 ・ 祝 日 ・ 年 末 年 始
（12/31-1/5）を除く） 

午前８時３０分から正午まで 
午後１時から午後４時３０分まで 

赤羽根環境センター 

渥美資源化センター 

分類 品目の主なもの 

無線通信機械器具 携帯電話端末・ＰＨＳ端末 

映像用機械器具 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ＨＤＤレコーダ 

電気音響機械器具 デジタルオーディオプレーヤー、ＩＣレコーダ 

パーソナルコンピュータ パーソナルコンピュータ、タブレット端末 

記憶装置 ＵＳＢメモリー、ハードディスク、記憶装置 

その他 ゲーム機、カーナビ 
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■個人情報保護の対策 

○回収ボックスには、携帯電話パンチを備え付けておりますので、携帯電話に３か所程

度穴を開けて物理的に破壊することができます。 
○回収ボックスは、一度回収ボックスの中に入った廃家電は、抜き取られないような構

造で施錠式となっています。 
○回収ボックスの設置場所は、田原市役所など公共施設で人目に付きやすい場所に設置

しています。 
○回収した廃家電は、国が認定したリサイクル事業者に引き渡し、リサイクル事業者に

おいて有用金属等を資源化するなど、適正に処理します。個人情報保護の観点からリ

ユースは行いません。 
 
■回収ボックス 

 
※回収箱の投入口（縦 15 センチメートル×横 30 セン

チメートル）に入らない大きさの小型家電（デスクト

ップパソコンなど）は、直接各資源化・環境センター

にお持ち込みください。 
 
            
             
          
 
 
 

 

■その他 

○使用済小型家電の回収対象品目をお持ちいただいた方に、各回収ボックス設置場所に

おいて先着 30 名様に「オリジナルエコバック」をプレゼントします。なお、各資源

化センター及び環境センターは１２月１日が定休日となります。 
 
 
 
 
 
 
 

（担当）清掃管理課 主査 渡邉 康統 電話（０５３１）２３－３５３８ 

携帯電話パンチ 
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